
現入所者

平成２７年度

保育標準時間認定

現入所者

平成２７年度

保育短時間認定

新規入所者

平成２７年度

保育標準時間認定

新規入所者

平成２７年度

保育短時間認定

経過措置不要

２ 保育短時間認定者の経過措置について

経過措置対象外

経過措置対象

現入所者が、客観的に
短時間認定に該当

短時間を希望しない場合は、
標準時間認定

経過措置適用



３ 育児休業期間中の保育所利用について

現入所者

育児休業に係る

子ども以外の子ども

新規入所者

育児休業に

係る子ども

現行運用

・継続利用可

・利用時間の制限なし

・育児休業中は申請不可

現入所者

育児休業に係る

子ども以外の子ども

新規入所者

育児休業に

係る子ども

新制度移行後

・国の経過措置を適用

・継続利用可

・短時間保育として認定予定

・育児休業中は申請不可



４ 求職活動期間中の保育所利用について

新規入所者

求職活動に係る

子ども

現行運用

・利用不可

新規入所者

求職活動に係る

子ども

新制度移行後

・短時間保育として認定予定

・90日間利用可能



５ 保護者の疾病、傷害時の保育所利用について

新規入所者

保護者の疾病、傷害時

に係る子ども

現行運用

・利用可

新規入所者

保護者の疾病、傷害時

に係る子ども

新制度移行後

・標準時間保育として認定予定


